
 

 

平成２4年度 

清水町いきいきふるさとづくり寄附条例 

報告書 
 

 

皆様の思いに感謝の気持ちをこめて― 

―ふるさとからの便りです 

北海道清水町 

 

 



 

初夏の候、町民の皆様、そして本町のまちづくりに関心をお持ちいただき、ふる

さと納税によりご寄附をいただいた方々におかれましては、ますますご清祥のこと

とお慶び申し上げます。 

 

本年の春も、昨年と同様に低温の日が続き、町の基幹産業である農業への影響を

懸念しておりましたが、ようやく夏の訪れを感じる陽気となり、木々の緑も眩しく、

北海道・十勝らしい爽やかな季節を迎えています。 

 

昨年本町は、開町１１０年の節目の年にあたり、１０月１日の開町記念式典にお

きまして、町の発展に寄与された方への感謝の意を表し、また、開町記念事業とい

たしましても「十勝清水ＩＣで降りようキャンペーン」や「映画『ふるさとがりえ

り』上映」など、ふるさとを考える事業を開催したところでございます。 

 

十勝千年の森（羽帯）において昨年６月２日から 4 ヶ月余りに渡って開催された

「北海道ガーデンショー」は、20 万人を超える来場者が訪れ、十勝・北海道はもと

より、国内外へ素晴らしい庭園文化として発信でき、大成功の結果となりました。 

 

さて、本町では自然の恵みに感謝し、これまで育まれた文化や地域の風土を守り

継承するまちづくりを目指して、平成２０年１０月に『清水町いきいきふるさとづ

くり寄附条例』を制定いたしました。 

 

この条例は、清水町出身の方やご縁のある方など、ふるさとを応援したい思いを

お持ちの方から寄附を募り、その寄附金を「いきいきふるさとづくり基金」に積み

立て、第九演奏会やアイスホッケーの支援など、本町において長い時間をかけて育

んできた特徴ある事業などに活用し、本町のまちづくりがより個性豊かで活力ある

ものにしていくことを目的としています。 

 

平成２４年度は、皆様からいただいた寄附によりまして、桜並木の補植等整備に

活用させていただきました。本条例施行規則第５条に基づき、寄付金の状況をここ

にご報告いたします。 

 

皆様のお気持ちを深く受け止め、ご支援、ご厚情に心より感謝申し上げますとと

もに、是非、機会をみて本町にお越しいただきますと幸甚です。 

 

皆様のご健勝とご多幸をご祈念申し上げ、お礼のご挨拶とさせ

ていただきます。 

 

 

       平成２５年６月 

                               清水町長  高  薄      渡 
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平成 2４年度 清水町の主なできごと 

 

4 月 9 日、小中学校で平成 24 年度入学式が行われ、清水小学校 55

名、御影小学校 25 名、清水中学校 60 名、御影中学校 22 名の新入

学児童・生徒が緊張した表情を浮かべながらも胸を張って式に臨

みました。開校 110 周年目の清水小学校では、新入学児童が上級

生に手を引かれて入場し、担任の先生に名前を呼ばれると、手を 

挙げて大きな声で元気よく返事をしていました。 

 

5 月 19 日、町図書館で「としょかんこどものひ」が開

催され、たくさんの小中学生や親子連れでにぎわいまし

た。今年は帯広の「劇団扉」による朗読劇が開催され、

「まちのねずみといなかのねずみ」など熱のこもった迫

力ある朗読に子供たちは引き込まれていました。また、

毎年恒例の「しおりづくり」や図書館に関する問題を解

いていく「としょかんクイズ」、アニメ映画の告知ポスタ

ーなどが抽選で当たる「ポスター抽選会」が行われ、終

日にぎやかな「こどものひ」となりました。 

 

6 月 9 日、十勝清水町農協駐車場で「第 1 回十勝若牛アスパ

ラまつり」が開催されました。会場では肉や新鮮なアスパラを

買い求める長蛇の列ができ、十勝若牛を使ったロースステーキ

や牛丼、チーズバーガーなどが提供され、焼き肉セットや牛玉

ステーキ丼などは早々に売り切れるなど大盛況でした。 

 

 

7 月 1 日、美蔓パノラマパークでシーニックカフェがオー

プンしました。「シーニックカフェ」は景観、自然、文化、レ

クリエーションなどによって、観光や地域活性化などを目的

とした「シーニックバイウェイ」のルート沿いで、軽食の提

供などを行うもので、今年で 2 年目。訪れた人は雄大な日高

山脈をバックに広がる十勝平野の風景を楽しんでいました。 

 

8 月 17 日、清水高校演劇部が第２保育所で、手作りの紙

芝居を組み合わせた演劇を上演するボランティア活動を行

いました。子どもたちは、ペットボトルで作った鬼をボー

ルで倒すなど、自分たちも参加しての楽しい上演に目を輝

かせていました。 
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9 月 9 日、清水町、町観光協会、十勝の 4 町であそぶ

会主催の清水町開町年記念 110 事業「十勝清水町インタ

ーで降りようキャンペーン！」が役場駐車場で開催され

ました。2 月に続いて今年 2 回目の開催となる同イベン

トでは、清水町、新得町、鹿追町、上士幌町の特産品が

コラボした「4 町丼」が限定販売されたほか、ソフトク

リーム早食い大会、ゆるキャラクイズ大会や運動会も行

われ、あいにくの雨天にも関わらず、大勢の来場者でにぎわいました。 

 

10 月 19 日に修学旅行の一環で、大阪府立渋谷高校

から農家の岸田さん宅にホームステイをした金子愛美

さんと袴田沙里さんに感想を聞きました。「やっていて

楽しい。こんなに手間暇かけて収穫されていたんだな

と感じた。一軒の農家で、色々な作物を作っていて驚

いた。」と話していました。また、岸田さんは「時期が

合えばじゃがいもを土から出して選別まで一つ一つや

りたい。都会で体験できないことをもっと体験してほ

しい。」と話し、高校生に多くの体験をさせてあげたいという熱意が伝わりました。 

 

11 月 10 日、「第 24 回十勝中学校演劇発表大

会」が文化センターで行われました。十勝管内

4 校から演劇部やサークルが参加する中、清水

中学校からは劇団「クリオネ」が演目「もしイ

タ」を演じ、最優秀賞を受賞して全道大会へ出

場。全道大会でも最優秀賞に輝き、来年開催さ

れる全国大会への出場権を獲得しました。また、

御影中学校からは劇団「さねんころ」が演目「カ

ミに願いを」を演じ、「チリ神」を演じた武田大

和君が演技賞を受賞されました。 

 

 

12 月 2 日、「第 42 回町民ふれあいオール芸能チャリティーショー」

が文化センターで開催されました。バレエ、ＹＯＳＡＫＯＩソーラ

ン演舞、カラオケ、フラダンス、民舞、ジャズダンスなど 8 団体に

よる多彩な芸能を、多くの観客が楽しみました。 

町民有志による実行委員会が企画・運営しているこのチャリティ

ーショーの入場料収益は、社会福祉事業に役立ててほしいという願

いにより、社会福祉協議会へ贈呈されました。 
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1 月 20 日、食の安全・安心推進事業実行委員会主催の第

10 回ふれあいテーブル（地場産品昼食会）が、文化センタ

ーで開催されました。「いも団子」や「だし巻卵焼き」など

の家庭料理や「じゃがもんぶらん」「じゃが芋でつくるスイ

ートポテト」などのスイーツのほか、町内産のそば粉の手

打ちそばも提供され、試食した参加者からは「どの料理も

とてもおいしくて、家庭でも作ってみたい」と好評でした。 

 

 

1 月 26 日、御影地域づくり推進協議会主催の清水

町開町 110 年記念みかげ冬まつりがアイスアリーナ

駐車場・パークゴルフ場で開催されました。会場で

は馬そり体験試乗やジャンボ滑り台でのスノーチュ

ーブ、ストラックアウトなど多彩なアトラクション

が行われ多くの子どもたちが歓声を上げて楽しみま

した。 

 

 

2 月 2 日、「冬ほたる‐真冬の夜の幻‐」が中央公

園で開催されました。この日は日中からの降雨と強

風のため、オブジェの一部が崩壊したところもあり

ましたが、ハート型やタワーなど約 1000 個のアイス

キャンドルに灯りが灯され、幻想的な冬の一夜を楽

しみました。 

 

 

         

3 月 1 日、老人クラブ連合会主

催による「演芸大会」が開催され

ました。同連合会に加盟する老人

13 クラブの会員の皆さんが、カラ

オケやダンス、二人羽織などを披

露し、会場は大いに盛り上がり、

大きな拍手が送られていました。 
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  清水町のあゆみ 

 

北海道十勝平野の西部に位置する清水町――西には季節ごとに彩りを変える『日高山脈』

の山々が、東には大雪山系トムラウシ岳から注ぐ『十勝川』が滔々と十勝平野を流れ、山

岳と平野を流れる川、そして田園のコントラストが、北海道・十勝ならではの特徴ある景

観を形成しています。 

清水町の開拓は、第一国立銀行創設者である渋澤栄一子爵が熊牛地区に創設した十勝開

墾合資会社によって始められました。明治 31 年 4 月に越前地方から入植した 26 戸 99 名を

皮切りに、熊牛原野と呼ばれたこの地区に順次入植が進められました。その後百年あまり

が経過し、現在は総面積 402.18 ㎢、人口約 10,100 人、農業産出額約 185 億円を有する酪

農と畑作を基幹産業とした町になっています。 

開拓が進むとともに、次第に集落が形成されていき、明治 36 年には人舞村外一ヵ村戸長

役場が設置されました。明治 40 年の農家戸数は 666 戸、１戸あたりの耕地面積は 3.89ha

となりました。現在と比べると 10 分の 1 ほどですが、主にキビや豆類、馬鈴薯、そばなど

を生産し、特に当時の主食として消費されていたキビは、当時の村の人口 2,220 人に対し、

2,600 人分の食糧に相当する量を生産していたそうです。 

清水町の市街地に電灯が灯ったのは大正 8 年ですが、電力を供給する水力発電所の建設

に対し、議会は当初「将来の水田造成に必要な水資源が不足する可能性がある」と反対の

意思を示していました。この当時、住民の暮らしにはランプが明かりとして使われ、高い

電気代を払ってまで電灯をつけなくても良いという時代でした。その後、大正 10 年には電

話が開通しますが、役場や商工業者など、加入したのはわずか 82 戸で、一般世帯への普及

はかなり後になってからでした。 

昭和 31 年 10 月 1 日、御影村との合併により、3,079 世帯、17,945 人の「新」清水町が

誕生しました。町村合併促進法は、人口 8,000 人未満の町村の行政の効率を高め、財政力

を豊かにし、住民福祉の向上を図ることを目的に合併を進め、全国の 1 万近い自治体を 3

分の 1 に減らそうというものでした。当時人口は 5,335 人、戸数 856 戸の御影村はその対

象となっており、「北海道町村合併促進審議会」などにより、御影村は清水町との合併を第

1 案として提示されていました。しかし、大正 10 年に芽室から分村した御影村は、清水町

とは歴史的、経済的つながりは薄く、御影村民は合併反対派が多数を占めていました。十

勝支庁の合併勧告、指導もあり様々な障壁を乗り越えての合併でした。 

合併後の昭和 30～40 年代は、日本全体が高度成長の黎明期でもあり、住民の暮らしも便

利で快適な様々な整備が進み、豊かさを実感できる基盤が整い始めた時期です。清水町で

も、道路・橋梁、保育所や学校、公民館などの公共施設の新築改築などを進めました。 

昭和 50～60 年代は各小学校の新築や清水町文化センター、日勝スキー場、町民水泳プー

ル、老人福祉センターなどが建設され、現在の清水町の姿が形づくられた時代です。 

平成 3 年に策定した「森と水の郷づくり基本構想」は、清水町のもっとも大きな財産で

ある自然を大切にし、森や水を守り育て、自然と人とのかかわり合いを深めながら、活力

と潤いのある地域を創造することを基本理念にしています。 

平成 18 年 4 月 1 日、清水町の町政運営について基本的な事項を定める「まちづくり基本
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条例」を施行しました。この条例の施行により「情報の提供と共有」を柱に「町民誰もが

参加する協働のまちづくり」を推進し「町民憲章」が掲げる理想のまちをつくることを目

標として町政運営を行っています。 

また、平成 23 年度から平成 32 年度までを計画期間とした清水町まちづくり計画（第 5

期総合計画）では「みんなで活き生き 豊かさ育むまち とかちしみず」を将来像とし、

町民みんなが参加し支え合い、活力と元気にあふれ、健康で安心して暮らせる豊かなまち

を目指して、まちづくりを推進しているところです。 

平成 24 年は、開町 110 年の節目の年となり、「次世代へ受け継ごう 豊かな清水らしさ」

をキャッチフレーズに、成熟したまちづくりを目指し、次世代に持続、発展させていくこ

とを目的とする「開町１１０年町民提案記念事業」として 2 事業に取り組みました。 

 

寄附の概況 

 

『清水町いきいきふるさとづくり寄附条例』の制定から５年目となる平成 24 年度は、

１６名の方々から総額で 3,105,000 円の寄附をいただきました。 

 

(1) アイスホッケーのまちづくり事業   7 件 1,210,000 円 

(3) 次代を担う子どもたちの健全育成事業  3 件   250,000 円 

(4) 森と水・景観の保全事業    1 件 1,000,000 円 

(5)指定なし      5 件   645,000 円 

合計      16 件 3,105,000 円 

※一度に複数の事業に対し寄附できるため、人数と件数の合計は一致しません。 

 

また、開始からの累計額は以下のとおりです。 

 

(1) 第九のまちづくり事業    7 件   574,000 円 

(2) アイスホッケーのまちづくり事業  32 件 5,095,000 円 

(3) 次代を担う子どもたちの健全育成事業 12 件   766,100 円 

(4) 森と水・景観の保全事業    6 件 1,315,000 円 

(5) 花で彩るまちづくり事業    7 件   252,158 円 

(6) 指定なし     18 件 1,588,140 円 

合計      82 件 9,590,398 円 

 

なお、平成 24 年度に、森と水・景観の保全事業に寄せられた寄附のうち 1,052,800

円を取り崩し、開町１００年事業において実施しました桜並木づくり記念植樹の桜木補

植事業に活用いたしました。この基金の取崩しについては、町民の方を委員とする「使

途選定委員会」により審議をいただき、基金の処分について適切とのご意見をいただき

決定いたしました。 
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寄附者の方々（敬称略･五十音順） 

 

安曇 達雄 （清水町内）    100,000 円 

帯広信用金庫  清水支店・御影支店   100,000 円 

小林 靖典 （さいたま市大宮区）    10,000 円 

佐藤 賢一 （横浜市神奈川区）   200,000 円 

佐藤 美知雄 （千葉県市川市）   100,000 円 

寺尾 宣哉 （東京都中央区）    30,000 円 

冨田 都  （愛知県春日井市）    15,000 円 

濱田 榮  （清水町内）  1,000,000 円 

原 幸一郎 （大阪府堺市）   600,000 円 

原 正子  （大阪府堺市）   150,000 円 

原 周平  （東京都渋谷区）   200,000 円 

原 拓平  （大阪市北区）   150,000 円 

原 有佳里 （大阪府堺市）    50,000 円 

原 英子  （神戸市垂水区）    50,000 円 

牧野 俊信 （北海道釧路市）   300,000 円 

寄附者１        50,000 円 

合計    16 名 3,105,000 円 

※氏名等、個人情報の掲載については、本人の了承を得ています。 

 掲載を望まない方は匿名としています。 

 

 

御影市街 

清水市街 
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清水町いきいきふるさとづくり寄附条例について 

 

清水町の文化芸術活動は、大正時代まで遡り、多くの団体やサークルが多種多様な活

動を続けてきましたが、その集大成が、昭和５５年の清水町文化センターのこけら落と

しとして開催された「第九演奏会」と言えるでしょう。町民２０４人の合唱は、全国に

「第九のまちしみず」としてその名が広く知られるようになりました。それ以来、５年

ごとに開催されており、また平成１４年に開町１００年を記念して開催された「第九フ

ェスティバル」では幼稚園から全小・中学校、高校、社会

人の参加団体、全員が原語による合唱を行うなど、「文化の

まち」をキーワードとしてまちづくりを進めております。 

町民の文化に対する情熱とエネルギーは、昭和５５年か

ら約３０年を経過してもなお連綿と受け継がれ、平成２２

年１２月５日には第７回となる演奏会が開催されました。 

 

 

本町の特徴的なまちづくりとしてのアイスホッケーは、昭和７年、御影小学校の教師

だった加藤光也氏が池をスケートリンクにして、子どもたちに教えたのが始まりといわ

れています。 

昭和１３年には御影小学校の先生を集めてアイス

ホッケーのチームをつくり帯広大会に遠征するまで

になりましたが、戦争の時代に入り一時期立ち消え

となりました。昭和２４年、加藤先生は御影中学校

の校長として赴任し、グランドに陸リンクをつくり

再びアイスホッケーの活動が始まりました。 

平成４年、町村では全国初めての屋内リンク「清

水町アイスアリーナ」を建設し、清水高校アイスホ

ッケー部は平成１７年インターハイで準優勝、平成２０年北海道高等学校アイスホッケ

ー選手権大会で優勝を果たすなど、「アイスホッケーの町清水」を全国に発信しています。 

 

また、まちづくりの基軸のひとつとして「教育」があり、本町は一人ひとりが、いき

いきと輝く創造性豊かなまちづくりを推進しています。 

次代を担う子どもたちが、健やかで伸び伸びとたくましく生きる力を育む環境を整備

するとともに、一人ひとりの町民が心豊かに生きがいを持ち充実した生活を送るための

学習環境や活躍の場の拡充に努め、創造性豊かな地域社会の実現を目指した人づくりを

進めています。 

全国に先駆け平成１５年５月に、構造改革特区で「文化のまちの心の教育特区」が認

められ、町単費による教員を配置し小学校１～２年生を１学級２０人程度の少人数学級

を実施しています。 
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いきいき輝く人づくりを理念とする少人数学級は、個に応じたきめ細やかな指導の充

実により子供たちの学ぶ意欲は向上し、集団の中で個性を伸ばし、自分を見つめ直し、

感情をコントロールして他者との関係を調整することのできる秩序感覚の育成など様々

な教育的効果が成果として上がってきております。 

平成１８年４月に「しみず教育の四季」を宣言し、厳しくも美しい本町の四季を通じ

て、家庭、学校、地域が相互に連携し、新しい時代をきり拓く子どもたちを、家庭、学

校、地域が「１２の窓」から心を合わせて守り育てることによって、教育への関心を高

め、それぞれがかかわり何ができるのかを考えて行動する取り組みを進めています。 

 

これらの本町がこれまで取り組んできた様々な施策について、町民や清水町出身者、

本町にゆかりのある方が、寄附という行為によりまちづくりに参画し、寄付者の意向が

反映された事業を推進することで、第九演奏会やアイスホッケーをはじめとする特色あ

るまちづくりを更に進めたいと考えております。 

また、ふるさと納税制度が実施されたことにより、寄附条例を制定し、本町の特色を

政策メニューで示すことで、寄附の意向を持つ方に対するアピールができ、寄附金は地

方交付税の減少など逼迫する財政状況の中、新たな財源としてまちづくりへの展開が図

られるものと考えています。 

清水町まちづくり計画の位置付けについては、寄附金による事業の実施が町民参加の

促進や、健全な財政運営の一助となる視点から、第５編「みんなで創る協働のまちづく

り」第１章「町民誰もが参加する協働のまちづくり」の中の施策として「一人ひとりが

お互いに尊重し、それぞれの立場で自主的にまちづくりに参加します。（町民）」と記載

されております。 

また、町内の商店等２０箇所のご協力をいただき、寄付された方が協賛店で買い物な

どの際に特典が受けられる「ふるさと応援会員」事業を開始し、既に皆様には会員証と

協賛店舗のご案内をさせていただいたところです。 

寄附いただいた財政的な効果以上にまちづくりの成果に結びつけるため条例が機能し、

事業展開における自主的で積極的な町民参加を実現する「協働のまちづくり」につなが

ることを期待しています。 

 

この寄附条例では、政策メニューとして５つの事業を掲げておりますが、寄附を受け

るためには、寄附を受けるにふさわしい行政運営が求められるものであり、本町の人材

や自然、地域が醸し出す雰囲気など魅力を高める

継続的な努力を続け、多くの人が暮らしてみたい

と思う清水町づくりを進めたいと思っています。 

今後のまちづくりにおいても、それぞれが基軸

のひとつとして重要な施策であり、寄附をいただ

くことによって、寄附者が事業に関わることとな

り事業実施者（町民等）との連帯感の醸成を図っ

て行きたいと考えています。 
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基金を活用して行う事業 

 

積み立てた基金は、寄附者の指定する次の事業に活用されます。 

 

(1) 第九のまちづくり事業 

１９８０年に清水町文化センターのこけら落としと

して開催した「第九演奏会」以来、第九を本町のまち

づくりの基軸のひとつとして、関連する様々な事業を

行っています。 

演奏会や合唱祭の開催、からくり時計の維持など、

第九に関連する事業に活用します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) アイスホッケーのまちづくり事業 

アイスホッケーによる青少年の育成や異世代の交流

は、本町のまちづくりの特徴です。幼児、小中学生、

高校生、一般のチームの育成強化や各種大会の開催、

出場への支援などに活用します。 

 

 

 

 

●「歓喜」の歌声（清水町史から抜粋） 
演奏会は管弦楽が札幌交響楽団、指揮、大町陽一郎の手で行われ、最終楽章の歓喜

の大合唱に 204 人の町民合唱団が参加した。牛飼いの酪農家の主婦から、トラクター
を操る若者、平凡なＯＬから勤め帰りのサラリーマンまで、「第九を歌いたい」という
ただその目的だけで集まった団員たちは、難解なドイツ語の歌詞に悪戦苦闘しながら
練習を積み重ね、ついに清水町の名を“第九の町”として全国に轟かせた。 以来、
演奏会は五年に一度開かれ、そのつど集まった団員によって歌い継がれている。（中略）
こうして多くの人々に感動を与えてきた“歓喜の歌声”は一人の男の夢から始まっ

た。その男の名は高橋亮仁という。昭和 34 年、清水高校の音楽教師だった高橋は三
人の卒業生に請われて仲間だけの小さな合唱サークル「せせらぎ合唱団」をつくった。
練習を重ね、演奏活動を続けているうちに合唱団はやがて大きく成長、メンバーも町
内だけでなく、新得、鹿追、芽室、帯広などに広がっていった。（中略） 
メンバーの夢はやがて「自分たちの手でベートーベンの第九番、歓喜の歌を合唱し

たい」と大きくふくらんだ。当初は人間より牛の方が多い小さな町で第九を歌う合唱
団などできるわけがないと一笑に付されたが、参加を希望する団員が一人、二人と増
えるうちに夢は大きく実現に近づいた。 
高橋らの熱意に町も全面的に協力、こうして実現したのが「文化センター」のこけ

ら落しでの「第九」公演だった。その栄誉をたたえて昭和 56 年度の「北海道文化奨
励賞」がせせらぎ合唱団に贈られた。 
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 (3) 次代を担う子どもたちの健全育成事業 

子どもたちが心身ともにいきいきと学び、遊べる環

境づくりや、地域全体で育てていく環境づくりを行い

ます。 

具体的には、少人数学級の推進、児童図書の充実、

放課後子どもプランの実践、地域の見守り活動の支援、

子育て支援事業の充実などに活用します。 

 

 

(4) 森と水・景観の保全事業 

日本の食糧基地である十勝・清水町での安全で安心

な農業の推進や、本町の森やきれいな水を守る活動を

行います。 

レクリエーションの森の整備、きれいな水を守る環

境の保全、クリーン農業や安全・安心な農業の推進、

桜並木や農村風景の維持保存、町内の遺産的価値のあ

るもの（しみず遺産）の発掘と維持保全などの活用を

想定しています。 

 

 

 

 

 

 

 

(5) 花で彩るまちづくり事業 

町内を花で飾り、来町する方々へのおもてなしの心

を表現します。 

具体的には、シーニックバイウェイ「十勝平野・山

麓ルート」沿線への植栽や、町内各所の花壇の整備、

公共空間への植栽などに活用します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●シーニックバイウェイとは 
シーニックバイウェイ(Scenic Byway)とは、景観・シーン(Scene)の形容詞シーニ

ック(Scenic)と、わき道・より道を意味するバイウェイ(Byway)を組み合わせた言葉
です。地域と行政が連携し、景観や自然環境に配慮し、地域の魅力を道でつなぎなが
ら個性的な地域、美しい環境づくりを目指す施策です。 
（出典：シーニックバイウェイ支援センター http://www.scenicbyway.jp/） 
現在、清水町を含む「十勝平野･山麓ルート」がルートとして指定されており、沿線

の各地域では、住民などの手で花壇の整備や清掃活動など「美しい景観づくり」の活
動が行われています。 

●森やきれいな水を守る活動 
清水町の基幹産業である農業には、きれいな水が欠かせません。また、きれいな水

は豊かな森で育まれます。 
清水町では、きれいな水や豊かな森を次の世代へ引き継ぐため、環境保全の取り組

みを進めています。その一つの「しみずグリーンフェスティバル」では、平成１７年
からスキー場跡地の原野に森を甦らせるための植樹活動が、町民の皆さんの手によっ
て行われています。 
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清水町いきいきふるさとづくり寄附条例 

（平成 20 年 10 月６日条例第 24 号） 

（目的） 

第１条 この条例は、本町の特色ある事業の推進に寄附者の意向を反映し、寄附金を財

源として、個性豊かな活力あるまちづくりに資することを目的とする。 

 

（寄附金の使途指定等） 

第２条 寄附者は、自らの寄附金の使途について、次の各号のうちからあらかじめ指定

することができる。 

(1) 第九のまちづくり事業 

(2) アイスホッケーのまちづくり事業 

(3) 次代を担う子どもたちの健全育成事業 

(4) 森と水・景観の保全事業 

(5) 花で彩るまちづくり事業 

２ 寄附金のうち前項の指定がないものについては、まちづくりの課題に応じて、町長

が前項の寄附金の使途に係る指定を行うものとする。 

 

（基金の設置） 

第３条 寄附者から収受した寄附金を適正に管理運営するため、清水町いきいきふるさ

とづくり基金（以下「基金」という。）を設置する。 

 

（基金の積み立て） 

第４条 基金として積み立てる額は、第１条の目的に対し寄附された寄附金の額とする。 

 

（基金の管理） 

第５条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により

保管しなければならない。 

 

（基金の収益処理） 

第６条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に

繰り入れるものとする。 

 

（基金の処分） 

第７条 基金は、第２条各号に規定する事業に要する費用に充てる場合に限り、その全

部又は一部を処分することができる。 

 

（基金の繰替運用） 

第８条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び

利率を定めて基金に属する現金を歳入歳出現金に繰り替えて運用することができる。 
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（委任） 

第９条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で別に定める。 

 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

 

 

清水町いきいきふるさとづくり寄附条例施行規則 

（平成 20 年 10 月６日規則第 35 号） 

（目的） 

第１条 この規則は、清水町いきいきふるさとづくり寄附条例（平成 20 年清水町条例第

24 号。以下「条例」という。）の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。 

 

（寄附金の受け入れ） 

第２条 寄附金は、寄附申込書（別記様式第１号）により受け入れるものとする。ただ

し、寄附者が遠隔地に居住する場合は、寄附申込書の内容が具備される任意の様式に

より申込みすることができる。 

 

（寄附金台帳の作成） 

第３条 寄附金の適正な管理を図るため、清水町いきいきふるさとづくり寄附金台帳（別

記様式第２号）を整備するものとする。 

 

（使途選定委員会） 

第４条 町長は、条例第７条に規定する基金の処分を行う場合、使途選定委員会（以下

「委員会」という。）を設置し、委員会の意見を徴した上で、決定するものとする。 

２ 委員会の委員は、町内の識見を有する者から５名以内を町長が委嘱する。 

 

（運用状況の公表） 

第５条 町長は、毎年度終了後３月以内に運用状況について、公表しなければならない。 

 

（雑則） 

第６条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。 

 

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 
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北海道上川郡清水町南４条２丁目２番地 
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TEL ０１５６－６２－２１１４ 

FAX ０１５６－６２－５１１６ 

e-mail kikaku@town.shimizu.hokkaido.jp 


